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吸収分割に関する事前開示書類（変更） 

 

小田急電鉄株式会社（以下「甲」又は「当社」といいます。）及び株式会社ジェーシービー（以

下「乙」といいます。）は、2022 年９月 20 日付で締結した吸収分割契約書（以下「本吸収分割

契約」といいます。）に基づき、2023 年８月 16 日を効力発生日として、当社の JCB ブランドの

クレジットカード発行事業及びハウスカード事業に関して有する権利義務の一部を乙に承継さ

せる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行います。 

本吸収分割に関し、2022 年９月 21 日から｢吸収分割に関する事前開示書類｣、2023 年５月 11

日から「吸収分割に関する事前開示書類（変更）」（以下これらを総称して「本事前開示書類」と

いいます。）をそれぞれ備置しておりますが、本事前開示書類の内容に追加の変更が生じました

ので、会社法施行規則第 183 条第７号に基づき、下記のとおり変更後の事項を記載した書類を本

事前開示書類と一体のものとして追加して備え置きます。なお、項目番号は、2022 年９月 21日

付「吸収分割に関する事前開示書類」の項目番号と対応しており、変更箇所は下線で示しており

ます。 
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東京都渋谷区代々木 2 丁目 28番 12号 

小田急電鉄株式会社 

代表取締役社長 星野 晃司  
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東京都港区南青山 5丁目 1番 22 号 

株式会社ジェーシービー 

代表取締役 二重 孝好  

 

  



記 

 

第５ 計算書類等に関する事項 

１．乙の最終事業年度に係る計算書類等 

【別紙】をご参照ください。 

 

４．甲の最終事業年度の末日後に生じた重要な事象 

該当事項はありません。 

 

 

第６ 債務の履行の見込みに関する事項 

１．甲の債務の履行の見込みに関する事項  

当社の 2023 年３月 31 日現在の貸借対照表における資産の額は 1,096,840百万円、負債の

額は 757,865百万円、純資産の額は 338,974百万円であり、その後、これらの額に重大な変

動は生じておりません。 

また、本吸収分割後の甲の収益状況及びキャッシュ・フロー等について、甲の債務の履行

に支障を及ぼすような事態の発生は予測されておりません。 

従いまして、本吸収分割後における当社の負担する債務については、本吸収分割の効力発

生日以降も履行の見込みがあると判断しております。 

 

２．乙の債務の履行の見込みに関する事項 

乙の 2023年３月 31日現在の貸借対照表における資産の額は 2,060,712百万円、負債の額

は 1,643,528百万円、純資産の額は 417,183百万円であり、その後、これらの額に重大な変

動は生じておりません。 

また、本吸収分割後の乙の収益状況及びキャッシュ・フロー等について、乙の債務の履行

に支障を及ぼすような事態の発生は予測されておりません。 

従いまして、本吸収分割後における乙の負担する債務については、本吸収分割の効力発生

日以降も履行の見込みがあると判断しております。 

 

以上 

  



別紙 

乙の最終事業年度に係る計算書類等 

 

次ページ以降に添付のとおり 



( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（添付書類）

事　 業　 報　 告

１．会社の現況に関する事項
⑴　事業の経過とその成果

　当期は、新型コロナウイルスの第7波、第8波の感染拡大がありましたが、経済活動への制限が
緩和されたこともあり、個人消費はサービス関連を中心に回復を続けました。一方で、前期からの
物価上昇は輸入コストの増加を背景に継続し、12月の消費者物価指数（生鮮食品除く総合）は前
年比＋4.0％と、41年振りの上昇率となりました。決済業界では、クレジットカードをはじめとし
て、キャッシュレス決済の利用がさらに進みました。
　こうしたなか、当社は会員基盤と加盟店ネットワークの拡充、ショッピング取扱高の積み上げに
取り組み、取扱高は前期比14.7％の増加となりました。
　各事業の主な活動と成果は、次のとおりです。
①　各事業の主な活動と成果

　イシュイング事業では、オンラインによる入会申し込みからカード番号の発行まで最短5分で
完了する「モバイル即時入会サービス（モバ即）」やカード番号を券面に表示しない「ナンバー
レスカード」など、お客様の利便性・安全性を高めるサービスをリリースしたほか、口座残高が
振替予定金額より少ない場合に通知する「次回お支払い不足通知」など、カードをより安心にご
利用いただけるサービスの開発を進めました。また、新型コロナからの消費回復を取り込むため
「5億円山分けキャンペーン」等を実施し、多くの会員の皆様に参加いただきました。
　加盟店事業では、決済代行業者との協業等により店頭決済加盟店を増やすとともに、ネットシ
ョッピングやサブスクリプションサービスなど、非対面決済における加盟化推進に注力しまし
た。「タッチ決済」については、公共交通機関をはじめとして、利用可能な店舗や施設の増加に
努めました。新たな決済サービスでは、渋谷区の地域振興事業であるデジタル通貨「ハチペイ」
の加盟店にNFCタグによる決済機能を提供しました。また、増加する不正利用への対策とし
て、株式会社インテリジェントウェイブと協業してコンソーシアムを立ち上げ、不正検知の高度
化に向け業界横断の仕組みの構築に着手しました。
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　ブランド事業では、JCBブランド会員の増加とブランドプロダクト、サービスの充実に取り組
み、会員数は1億5千万を超えました。また、JCBブランド会員を対象に、「SCOOP! JCB 
Program」と題して、ディズニー、マクドナルド、Apple、ぴあといった大手加盟店とタイアッ
プした大型キャンペーンを順次展開しました。なお、電子マネー「QUICPay」は、スマートフ
ォンでの利用を中心に会員が増加し、会員数は2,457万会員、端末台数は228万台となりまし
た。コード決済スキーム「Smart Code」は、JAL Payでの取り扱いがスタートし、取り扱い事
業者は24社、端末台数は43万台となり、事業が拡大しています。
　海外については、インドでの発行が100万枚を超えたほか、フィリピンの大手商業銀行「East 
West Banking Corporation」が新たにJCBのクレジットカードの発行を開始しました。また、
回復するインバウンド消費に対し、海外発行会員向けに日本での利用に対するキャッシュバック
キャンペーン等を実施し、1～3月の対面インバウンド取扱高は、コロナ前の19年1～3月の1.7倍
となりました。
　新たな領域では、大規模災害などによって停電、通信障害が発生した際、オフライン環境でマ
イナンバーカードを活用してキャッシュレス決済を行う実証実験を、横須賀市で実施しました。
また、ゲームクリエイターとしてグローバルに実績を有する田畑端氏や大手金融機関を含む各社
と、BtoBオープン・メタバース基盤「リュウグウコク（仮）」の構築と「ジャパン・メタバース
経済圏」の創出に向けて基本合意書を締結しました。その他、Z世代に人気があるeスポーツチ
ーム「ZETA DIVISION」への協賛を開始しました。
　最後に、当社は持続可能な社会の実現に貢献するため、昨年6月、温室効果ガスの排出を、
2013年度に比べ22年度に50％超、25年度に80％超削減し、30年度に排出量ネットゼロをめざ
す計画を公表しました。22年度の目標は達成できた見込みであり、引き続きカーボンニュート
ラルに向けた取り組みを強化し、目標の達成をめざしてまいります。

②　主要な業績
　当期の営業収益は、前期比413億円増加の3,726億円となりました。営業費用は、前期比425
億円増加の3,363億円となりました。その結果、営業利益は前期比11億円減少の362億円、経常
利益は16億円減少の368億円、当期純利益は24億円減少の250億円となりました。
　当期の取扱高は、前期比14.7％増加の43兆2,797億円（国内取扱高は29兆1,654億円、海外取
扱高は14兆1,143億円）となりました。会員数は、前期比5.4％増加の1億5,400万会員（国内会
員数は1億1,878万会員、海外会員数は3,522万会員）となりました。
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⑵　設備投資と資金調達の状況
　当期における設備投資は、システム関連を中心に総額約422億円となりました。なお、所要資金
は自己資金を充当しました。

⑶　直近三事業年度の財産および損益の状況 （単位：百万円）

区 分 第73期
2019年度

第74期
2020年度

第75期
2021年度

第76期(当期)
2022年度

取 扱 高 35,002,662 33,825,514 37,720,375 43,279,758
キ ャ ッ シ ン グ 等 残 高 58,429 46,251 47,956 48,746
保 証 債 務 残 高 58,271 55,951 59,273 64,527
営 業 収 益 335,177 309,263 331,245 372,636
当 期 純 利 益 23,669 31,378 27,518 25,087
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 5,304 7,032 6,167 5,622
総 資 産 1,544,414 1,656,266 1,789,055 2,060,712
純 資 産 335,582 371,124 394,432 417,183

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第75期の期首から適用しており、第75期以降に
係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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⑷　対処すべき課題
　カード業界では、キャッシュレス化の進展によってマーケットの拡大が続く一方、テクノロジー
の発達と新たなプレーヤーの参入により、競争の激化と多様化が進んでいます。
　当社は、2021年度から4ヵ年の中期経営計画「Plan 2024」をスタートさせ、グループ総合力と
デジタルソリューションで『選ばれるJCB』をめざし、変化する決済ビジネスにおける事業の強化
に取り組んでいます。
　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
⑸　主要な事業内容

○クレジットカード業務
○クレジットカード業務に関する各種受託業務
○融資業務
○集金代行業務
○前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業

本社 (東京都港区) ＪＣＢカードセンター(三鷹市) 鳥取ｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ (鳥取市)
高田馬場ｵﾌｨｽ (東京都新宿区) 大阪支社 (大阪市) 北海道支社 (札幌市)
東北支社 (仙台市) 東日本支社 (さいたま市) 東海支社 (名古屋市)
九州支社 (福岡市) 中四国支社 (広島市) 松江事業所 (松江市)

⑹　主要な事業所等

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

4,373名 16名減 39歳6ヵ月 14年3ヵ月

⑺　使用人の状況

（注）１．使用人数は、就業者数で記載しており、時給制契約社員を含んでおります。
２．平均年齢および平均勤続年数は、受入社員および時給制契約社員を含んでおりません。
　　また、１ヵ月未満を四捨五入して表示しております。
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会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 な 事 業 内 容

㈱ジェーシービー・サービス 50百万円 100.0％ 損害保険の募集代理業務

㈱ジェーシービー・
インターナショナル 480百万円 100.0％ 日本国外におけるクレジットカード業務

㈱ 日 本 カ ー ド ネ ッ ト ワ ー ク 480百万円 56.5％ クレジットカード事業にかかわる情報通
信業務

㈱ ジ ェ イ エ ム エ ス 80百万円 52.0％ クレジットカード事業にかかわる加盟店
営業業務

㈱ Ｊ Ｃ Ｂ エ ク セ 50百万円 100.0% クレジットカード事業にかかわるバック
オフィス業務

⑻　重要な子会社の状況

　上記の重要な子会社5社の営業収益および売上高の合計は、67,840百万円、当期純利益の合計は、4,075百
万円であります。

借 入 先 借 入 残 高
㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 40,084百万円
㈱ 三 井 住 友 銀 行 27,605百万円
㈱ り そ な 銀 行 17,575百万円
㈱ 千 葉 銀 行 11,775百万円
㈱ 七 十 七 銀 行 8,575百万円
㈱ 山 口 銀 行 7,612百万円
大 同 生 命 保 険 ㈱ 6,350百万円
日　　 本　　 生　　 命　　 保　　 険（相） 4,950百万円

⑼　主要な借入先および借入額

（注）金融機関の種類別に記載しております。
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株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ジ ェ ー シ ー ビ ー 従 業 員 持 株 会 422,595株 9.47％

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 315,783株 7.07％

太 陽 生 命 保 険 ㈱ 311,640株 6.98％

㈱ 三 井 住 友 銀 行 306,846株 6.87％

ト ヨタファイナンシャルサービス㈱ 231,900株 5.19％

オ リ ッ ク ス ㈱ 223,200株 5.00％

Ｔ Ｉ Ｓ ㈱ 157,000株 3.51％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 ㈱ 154,962株 3.47％

大 同 生 命 保 険 ㈱ 153,340株 3.43％

三 信 ㈱ 152,899株 3.42％

２．株式に関する事項
①　発行可能株式総数　　10,000,000株
②　発行済株式の総数　　　4,461,805株
（注）自己株式1,115株は含んでおりません。
③　株主数　　　　　　　　　　　121名
④　上位10名の大株主

（注）持株比率は、自己株式1,115株を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役会長兼
執 行 役 員 社 長 浜 川 一 郎 監査部担当

代 表 取 締 役 兼
専 務 執 行 役 員 明 田 　 浩 カード事業統括部門長委嘱

代 表 取 締 役 兼
専 務 執 行 役 員 三 宮 維 光 加盟店事業統括部門長委嘱兼イノベーション統括部担当

代 表 取 締 役 兼
専 務 執 行 役 員 長 　 裕 章 営業本部長、プロセシング本部長委嘱

取 締 役 兼
常 務 執 行 役 員 岡 﨑 正 明 ブランド事業統括部門長委嘱

取 締 役 兼
執 行 役 員 中 山 武 彦 総務部、経理部担当、総合企画部副担当

取 締 役 熊 田 　 肇 非常勤 株式会社日本カードネットワーク 代表取締役社長

取 締 役 坪 井 　 朗 非常勤 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 執行役員

取 締 役 早 乙 女 　 実 非常勤 株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員

取 締 役 上 村 明 生 非常勤 株式会社三井住友銀行 執行役員

監 査 役 福 　 清 久 常勤

監 査 役 斎 藤 　 彰 常勤

監 査 役 安 田 新 太 郎 非常勤 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 特別顧問

監 査 役 儀 賀 信 利 非常勤 太陽生命保険株式会社 取締役専務執行役員

３．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の状況（2023年3月31日現在）
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（注）１．取締役の坪井朗氏、早乙女実氏、上村明生氏の3氏は、社外取締役であります。
２．監査役の安田新太郎氏および儀賀信利氏は、社外監査役であります。
３．当社は、定款に取締役（業務執行取締役等を除く）および監査役の責任限定契約に関する規定を設け

ております。
当該定款に基づき当社が取締役坪井朗氏、早乙女実氏、上村明生氏および監査役の全員と締結してお
ります。会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。

１）取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意であ
りかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として
損害賠償責任を負担するものとする。

２）監査役の責任限定契約
監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意であ
りかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として
損害賠償責任を負担するものとする。
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区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 7名 280百万円

監 査 役 2名 51百万円

計 9名 331百万円

⑵　取締役および監査役ごとの報酬等の総額

（注） 当事業年度末現在の取締役は10名（うち社外取締役は3名）、監査役は4名（うち社外監査役は2名）で
あります。当該表内の取締役および監査役の人数9名には、無報酬の社外取締役3名、社外監査役2名は
含まれておりません。

支 払 額

当事業年度にかかる会計監査人としての報酬等の額 61百万円

４．会計監査人に関する事項
⑴　名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等
当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は次のとおりです。
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
■　業務の適正を確保するための体制
⑴　内部統制システム構築の基本的な考え方
　　当社は、会社法およびその他の法令に従い、当社の業務ならびに当社および当社関係会
社から成る企業集団（JCBグループ）の業務の適正を確保するための体制構築に関する
「内部統制システム構築の基本方針」を定め、適切に運用する。

　　当社および当社グループ会社は、企業活動にあたりJCB憲章・JCB行動指針を遵守すると
ともに、当該憲章・行動指針の浸透を図り、当社および当社グループ会社の定める規程・
規則等を遵守するため、指導・教育等を通じてJCBグループ全体としての内部統制システ
ムを効果的に運用するものとする。

⑵　内部統制システムとして構築する基本的な体制
①　取締役の職務の執行体制と法令および定款の適合性確保
ⅰ）当社は監査役会設置会社とし、取締役会の監督機能と監査役会の監査機能を通じて、取
締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保する。

ⅱ）取締役会の監督機能を強化するために、コンプライアンス、適切なリスク管理の確保
等、業務の適正化に必要な知識と経験を有する社外取締役を選任する。

ⅲ）取締役は相互に各取締役の職務の執行を監督するとともに、他の取締役の法令違反行為
を発見した場合は、直ちに取締役会および監査役会に報告する。

ⅳ）取締役の役割をコーポレート・ガバナンスと位置付けるとともに、取締役選任基準を明
確化し、コーポレート･ガバナンスの強化を図る。

ⅴ）取締役の職務執行に係る情報については、「情報管理規程」に基づき、保存および管理
を行う。

ⅵ）取締役会を定期開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、経営の合理
化・効率化を図るため、経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、常勤執
行役員等によって構成される経営会議等での事前の審議を経たうえで、取締役会におい
て審議、決定を行う。
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②　監査役の監査体制と監査役への報告体制、並びに監査役補助者の独立性および実効性確保
ⅰ）監査役監査が実効的に行われることを確保するために、取締役は監査役監査の重要性と

有用性を認識、理解し、監査環境の整備に留意する。
ⅱ）監査役は必要に応じ、経営会議等の重要会議に出席できるものとし、取締役および使用
人に対して、適宜報告を求めることができる。

ⅲ）取締役および使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える事項等につい
て監査役に都度報告するものとする。なお、当該報告を行った者が不利な取扱いを受け
ないことを確実にする。

ⅳ）監査役は法令遵守態勢および内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を
述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

ⅴ）当社の監査役は当社グループ会社の統制に関し、意見を述べるとともに、当社グループ
会社に改善策の策定を求めることができるものとする。

ⅵ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役補助者をお
くことができるものとする。

ⅶ）監査役補助者の指揮命令および評価は監査役が行うものとし、監査役補助者の任命、解
任、懲戒については、監査役会の同意および意向を踏まえたうえで取締役会が決定する
ものとし、取締役からの独立性および実効性を確保する。

ⅷ）監査役補助者についても業務の執行にかかる役職を兼務しないものとし、さらに、取締
役は監査役補助者に対して報告を求めることができないものとする。

ⅸ）監査役の職務の執行に伴い、費用の前払い請求等をしたときは、請求に係る費用・債務
が当該職務執行に必要でないことを証明しない限り、この請求を拒否しないものとす
る。

③　使用人の職務の執行体制と法令および定款の適合性確保
ⅰ）コンプライアンス体制の整備、維持を担う部署としてコンプライアンス部を設置し、法
令遵守と企業倫理の確立を図るとともに、取組み等が適宜使用人に周知されているこ
と。

ⅱ）内部監査部署として、監査部を設置し、他執行部署からの独立性を高めることにより、
各執行部署に対する監査機能の強化を図る。

ⅲ）使用人が就業規則に違反した事実、またはその恐れが発見された際に、当該事象を速や
かに調査し、処分を決定する機関として社長を委員長とする賞罰委員会を設置する。

ⅳ）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての報告体制として、内部通報
規程に基づき、社外の弁護士等を直接の情報受領者とする内部通報制度を運営する。
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⑶　全社的なコンプライアンス態勢の構築・運用
①　コンプライアンス・プログラム策定と徹底
ⅰ）JCB行動指針に定める「コンプライアンスの徹底」を具体的に実践するためのコンプラ

イアンス・プログラムを策定し、当社コンプライアンス部を通じて当社および当社グル
ープ会社取締役ならびに使用人に徹底する。

ⅱ）当社および当社グループ会社は、法令遵守のみならず、AMLへの取り組み、社会ルール
の遵守、反社会的勢力取引排除態勢、知的財産権の尊重、契約責任の履行をコンプライ
アンスと定義し、策定したコンプライアンス・プログラムを実践する。

ⅲ）当社はコンプライアンス・プログラムにおいて、コンプライアンス違反の未然防止、早
期発見、発生時における対応、およびコンプライアンス徹底のための取組姿勢ならびに
取組内容を定め、社長を委員長とする内部管理委員会にて運用状況を報告する。

ⅳ）当社は、当社グループ会社に対してJCB行動指針の周知徹底とコンプライアンス態勢構
築および実践を継続的に指導・助言を行い、コンプライアンスの徹底を図る。

②　関連法令と社会ルールの遵守
ⅰ）当社は、当社事業に関連する法令を特定し、適用範囲や影響を踏まえて分類し、管理レ

ベルおよび対応要件等を定め、定期的に見直し社内規程化、自己点検、モニタリング、
必要な教育研修等を実践する。

ⅱ）当社は法令のみならず、AMLへの取り組み、接待・贈答、インサイダー取引規制、反社
会的勢力に関する被害防止等の社会ルールについても、対応要件を定め、定期的に見直
し社内規程化、自己点検、モニタリング、必要な教育研修等を実践する。

⑷　全社的なリスク管理態勢の構築・運用
①　リスク管理体制整備とリスク管理方針の策定
ⅰ）取締役会あるいは経営会議等の意思決定機関を通じて、総合リスク管理の整備、運用お

よび個別の重要なリスク管理に関する決定を行う。
ⅱ）「リスク管理規程」を定め、リスク管理全般の統括部署として総合リスク統括部を設置

するとともに、内外環境の変化や構築した内部統制の状況等を踏まえ、リスク管理方針
および主要施策を立案する。

ⅲ）管理を要するリスクごとに主管部署を定め、リスク管理等に対する統制活動を計画およ
び実行する。各リスクの主管部署は、リスク発生の未然防止、リスク事象に対する対応
および再発防止等を執行部署に徹底する。

②　不測の事態に備えた事業継続管理
ⅰ）甚大な事故・災害等の不測の事態発生に備え、社長を本部長とする緊急対策本部による

迅速な判断、被害極小化、早期回復を図るための「緊急対策本部規則」を制定し、必要
な関係者に周知する。

ⅱ）経営に重大な影響を与える不測の事態の発生に備えた事業継続計画を整備し、有事にお
ける優先業務の指定とその研修、事業継続計画に基づく模擬訓練等を通じて、継続的な
改善を行う。

ⅲ）当社および当社グループ会社の一部は日本国外においても事業を展開しており、取締役
および監査役のみならず、使用人を諸外国に駐在・派遣することがあるため、生命の安
全を最優先としたガイドライン等を策定し、継続的に改善する。
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③　重大なリスク事象への対応
ⅰ）重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実またはその恐れが発見
された際には、当該事象を速やかに調査し、対応を決定する機関として社長もしく
は所管部門長を本部長とする緊急対策本部またはリスク主管部担当役員または総合
リスク統括部担当役員が指名した関連部担当役員を議長とする事案対策会議を設置
する。

ⅱ）お客様や社会に重大な影響を与える個人情報漏洩および事務過誤等に対しても、重
大な法令違反同様に、緊急対策本部または事案対策会議を設置し、被害の極小化お
よび早期の是正を行う。

ⅲ）緊急対策本部、事案対策会議、賞罰委員会、内部通報制度等、重大なリスクにおけ
る事案は、定期的に監査役に報告する。なお、当該報告を行った者が不利な取扱い
を受けないことを確実にする。

④　リスク評価と取締役会等への報告
ⅰ）各リスク主管部署はリスク管理を行うため、リスクの発生可能性および影響度を継
続的に評価し、取締役会に報告する。取締役会は当該報告を基に必要な対策を決定
する。

ⅱ）経営方針および経営戦略に影響を与える重要なリスクについては、常勤執行役員等
によって構成される経営会議、もしくは社長を委員長とする内部管理委員会での事
前審議を経たうえで、取締役会において審議、決定を行う。

ⅲ）リスクの発生可能性および影響度、事案発生状況等は、監査役に対しても定期的に
報告し、監査役会の監査機能を通じて担当取締役および取締役会の適正な職務執行
を確保する。

⑸　JCBグループのリスク管理態勢の構築・運用
①　関係会社リスク管理の実践
ⅰ）当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ会社のリスク管理態勢およ
び法令遵守態勢を構築し、当社グループ会社における業務を適正に行うよう管理し
ている。
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ⅱ）当社は、関係会社リスク管理態勢のもと、当社グループ会社の業務に関連するリス
クを管理し、当社取締役にリスク評価結果を定期的に報告する。また、当社グルー
プ会社内においても各グループ会社取締役へリスク評価結果を定期的に報告する。

ⅲ）当社グループ会社は、取締役会の定期開催、経営の合理化・効率化を図るための経
営会議等において業務執行やリスク管理態勢および法令遵守態勢の決定・構築を行
うとともに、当社グループ会社の取締役等は都度および定期的に当社の部門・本部
内部管理活動会議等にて報告する。

ⅳ）当社グループ会社は、各グループ会社の活動において、法令違反その他コンプライ
アンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社の監査役に報告する。

ⅴ）当社グループ会社は、経営管理、経営指導内容が法令に違反、またはコンプライア
ンス上問題があると認めた場合には、直ちに当社の監査役に報告する。

ⅵ）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についてのグループ会社からの報
告体制として、社外の弁護士等を直接の情報受領者とする内部通報制度を、当社グ
ループ会社についても適用する。

②　海外拠点リスク管理の実践
ⅰ）当社は、海外現地法人（海外拠点）についても、当社のグループ会社同等に、リス
ク管理態勢および法令遵守態勢を構築し、業務を適正に行うよう管理している。

ⅱ）当社は、海外現地法人（海外拠点）における海外拠点リスク管理態勢のもと、海外
現地法人（海外拠点）の業務に関連するリスクを管理し当社グループ会社である株
式会社JCBインターナショナルを通じて当社取締役にリスク評価結果を定期的に報
告する。

ⅲ）海外現地法人（海外拠点）は、日本国内の当社グループ会社同様に、経営管理、経
営指導内容が法令に違反、またはコンプライアンス上問題があると認めた場合に
は、直ちに当社の監査役に報告する。
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ⅳ）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についてのグループ会社内報告体
制として、社外の弁護士等を直接の情報受領者とする内部通報制度を、海外現地法
人に各国法令に抵触しない範囲において適用する。

⑹　内部統制システムのモニタリング態勢の構築・運用
①　執行部署における自律的なモニタリング
ⅰ）執行部署は、内部統制システムの有効性を確保するため、自らの内部統制システム
上の不備を明らかにし、必要な対策を実施するため定期的に自己点検を行う。自己
点検の結果は社長を委員長とする内部管理委員会に報告され、報告内容に基づいて
業務執行の決定を行う。

ⅱ）内部統制システムを整備する総合リスク統括部は、全社的な内部統制システム上の
不備を明らかにするため定期的に態勢や施策等に関して課題整理等を行い、方針策
定や施策展開を推進し、社長を委員長とする内部管理委員会において業務執行の決
定を行う。

②　内部監査および外部監査の実施
ⅰ）内部監査部署として設置した監査部は、内部監査計画に基づき各執行部署に対する
監査を実施し、内部統制システムの高度化を図る。

ⅱ）内部統制システムの評価に専門性・客観性・独立性が強く要求される場合等におい
ては、第三者の専門的な知見を活用した評価意見聴取や外部監査を実施することに
より、内部統制システムの高度化を図る。

③　内部統制システム構築の基本方針の運用状況評価
ⅰ）取締役会は「内部統制システム構築の基本方針」に基づく運用状況を定期的に評価
し、必要な関係者に対して評価結果等の情報を開示する。

ⅱ）内部統制システムの運用状況の評価は、必要に応じて第三者である監査人その他外
部専門家の意見等を踏まえ、客観的な評価となるよう努めるものとする。
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ⅲ）運用状況の評価結果に基づき、内部統制システム高度化のため、継続的な改善を行
う。

⑺　反社会的勢力との取引排除態勢
　　当社および当社グループ会社は、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進
していくことは企業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことと認識し、
当社および当社グループ会社の取締役・監査役・使用人のみならず、お客様等の被害を防
止するため、反社会的勢力を取引から排除するための態勢を構築し、運用することに努め
ている。
　　当社および当社グループ会社では、「反社会勢力による被害防止規則」を制定するととも
に、その他規程において、関係遮断と排除の姿勢を明確にし、運用する。
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■　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
⑴　内部統制システム構築の基本的な考え方
　　当社および当社関係会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための「内部統制システ
ム構築の基本方針」は、適切に運用できています。

　（詳細は、次項以降に記述）

⑵　内部統制システムとして構築する基本的な体制
　　当社は、監査役会設置会社として、取締役会および監査役会を設置のうえ、定期的に会議を
開催し、取締役の職務執行について確認し、取締役の職務執行が法令および定款に適合するこ
とを確保しています。監査役については、必要に応じ重要会議に出席し、関係部署や当社グル
ープ会社等から定期的に報告を受け、問題があると認めるときには意見を述べるとともに、改
善策の策定を求めるなど指摘しています。また、監査役が求めた場合の補助者の設置について
は、規程化され、指揮命令および評価は監査役が行い、独立性および実効性が確保されていま
す。
　　使用人の職務執行体制と法令および定款の適合性確保については、コンプライアンス体制の
整備・維持を担う部署としてコンプライアンス部を設置し、法令遵守と企業倫理に係る取り組
み等について使用人に周知しています。また、執行部署から独立した監査部を設置し、基本方
針および年度計画に基づき監査を実施しています。

　　使用人の表彰および懲戒に相当する事案が発生した場合は、「賞罰委員会」を開催し、内容
を決定しています。その他コンプライアンスに関する事実についての報告体制として、「内部
通報規程」に従い、社外弁護士を通報先とした内部通報制度を設置し、運営しています。

⑶　全社的なコンプライアンス態勢の構築・運用
　　JCB行動指針に定める「コンプライアンスの徹底」を実践するため、「コンプライアンス規
程」に従い、「コンプライアンス・プログラム」を策定、継続的に改善し、当社のみならず関
係会社にも周知・徹底しています。
　　関連法令と社会ルールの遵守については、当社事業に関連する法令を特定し、管理レベルお
よび対応要件等を定め、定期的な見直し、社内規程化、自己点検、モニタリング、教育研修等
を実践しています。また、接待・贈答、インサイダー取引の防止に関わる態勢整備、反社会的
勢力に関する被害防止等の社会ルールについても、同様に実践し、AMLについては、態勢強化
のため、AMLプログラムを構築し、マネー・ローンダリングとテロ資金供与防止のために継
続的な対策を行っています。
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⑷　全社的なリスク管理態勢の構築・運用
　　全社的なリスク管理に関わる事項について、総合リスク統括部をリスク統括部署とし、主要
施策と実行計画を定めるとともに、リスクごとに定められた各リスク主管部署は、統制活動の
立案・実行、およびリスク事象の防止のために継続的な活動を行っています。

　　不測の事態に備えた事業継続管理については、社長を本部長とする緊急対策本部により迅速
な判断、被害極小化、早期回復を図るための「緊急対策本部規則」を制定し、必要な関係者に
周知しています。また、事業継続計画を整備し、研修や模擬訓練等を通じて、継続的な改善を
行い、活動結果は経営報告等を行っています。

　　重大なリスク事象が発生した際には、すみやかに緊急対策本部または事案対策会議を設置
し、初動対応による影響範囲の特定と拡散防止、再発防止策策定などを実施しています。
　　上記の全社リスク管理の概況について、リスクの発生可能性や影響度を評価の上、取締役
会、経営会議および内部管理委員会等で定期的な報告を行い、必要な対応を決定しています。
また、上記の会議において、監査役に対しても報告され、監査役会の監査機能を通じて、担当
取締役および取締役会の適正な職務執行を確保しています。

⑸　JCBグループのリスク管理態勢の構築・運用
　　関係会社のリスク管理については、「関係会社管理規程」を定め、当社グループ会社のリス
ク管理態勢および法令遵守態勢を構築し、必要な指導・助言を行い、リスク概況と必要な対策
は、内部管理委員会、経営会議等を通じて当社および当社グループ会社の取締役に報告されて
います。
　　海外現地法人（海外拠点）のリスク管理についても、当社グループ会社同等にリスク管理態
勢および法令遵守態勢を構築し、業務を適正に行うよう管理しています。

⑹　内部統制システムのモニタリング態勢の構築・運用
　　執行部署は、内部統制システムの有効性を確保するため、自らの内部統制システムの不備を
明らかにし、必要な対策を実施するため定期的に自己点検を行い、内部統制システムを整備す
る総合リスク統括部は、全社的な内部統制システム上の不備を明らかにするため、定期的に課
題整理を行い、それらの結果は内部管理委員会に報告しています。
　　内部監査および外部監査の実施について、監査部は、内部監査部署として設置され、社長に
承認された基本方針および年度計画に基づく内部監査を継続的に実施し、内部統制システムの
高度化を図っています。
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　　内部統制システム構築の基本方針の運用状況について、取締役会は、「内部統制システム構
築の基本方針」の運用状況を定期的に評価し、取締役会等で評価結果等の情報を開示していま
す。運用状況の評価結果に基づき、高度化を図るための継続的な改善を実施しています。

⑺　反社会的勢力との取引排除態勢
　　当社および当社グループ会社は、反社会的勢力との取引排除のため、各種規程・規則等を制
定し、反社会的勢力を排除するための態勢を構築、運用するとともに、規程等の見直しも実施
しています。

（本事業報告中の記載数字は、とくに注記のない限り、表示単位未満を切り捨てております。）
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（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

借 方 貸 方
科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 お よ び 預 金
会 員 未 収 金
未 収 金
貸 付 金
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
契 約 資 産
前 払 金
前 払 費 用
未 収 収 益
立 替 金
そ の 他 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
器 具 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
未 稼 働 ソ フ ト ウ ェ ア
借 地 権
の れ ん
そ の 他 無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
差 入 保 証 金 等
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

 1,827,692
 94,031

 871,867
 810,450
 48,746
 8,023

 123
 3,335
 4,212
 2,573

 898
 1,958

 △18,530
 233,019

 3,472
 1,156

 3
 2,308

 3
 116,419

 90,030
 20,465

 1
 5,412

 510
 113,127

 65,576
 4,011
 2,307
 2,525

 13,986
 14,864
 6,195
 3,658

流 動 負 債  1,497,033
加 盟 店 未 払 金  973,117
未 払 金  120,168
ギ フ ト カ ー ド  161,099
短 期 借 入 金  118,493
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金  24,200
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債  5,000
コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー  45,000
関 係 会 社 短 期 借 入 金  699
リ ー ス 債 務  96
未 払 費 用  347
未 払 法 人 税 等  6,866
契 約 負 債  7,260
預 り 金  13,124
前 受 収 益  4
販 売 促 進 引 当 金  16,387
賞 与 引 当 金  3,230
役 員 賞 与 引 当 金  64
債 務 保 証 損 失 引 当 金  46
そ の 他 流 動 負 債  1,827

固 定 負 債  146,495
長 期 借 入 金  102,628
社 債  8,000
リ ー ス 債 務  192
退 職 給 付 引 当 金  414
役 員 退 職 慰 労 引 当 金  416
利 息 返 還 損 失 引 当 金  3,518
ギ フ ト カ ー ド 回 収 損 失 引 当 金  21,620
資 産 除 去 債 務  1,324
長 期 預 り 金  8,099
そ の 他 固 定 負 債  281

負 債 合 計  1,643,528
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本  391,606
資 本 金  10,616
資 本 剰 余 金  11,648

資 本 準 備 金  11,648
利 益 剰 余 金  369,359

利 益 準 備 金  625
そ の 他 利 益 剰 余 金  368,733

別 途 積 立 金  148,985
特 定 株 式 取 得 積 立 金  149
繰 越 利 益 剰 余 金  219,598

自 己 株 式  △17
評 価 ・ 換 算 差 額 等  25,576

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  25,576
純 資 産 合 計  417,183

合 計  2,060,712 合 計  2,060,712

貸　借　対　照　表
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益
売 上 手 数 料               228,403
受 取 利 息  8,332
そ の 他 の 営 業 収 益  135,900  372,636

営 業 費 用
支 払 利 息  1,107
そ の 他 の 営 業 費 用  335,259  336,367

営 業 利 益  36,269
営 業 外 収 益  1,482
営 業 外 費 用  888
経 常 利 益  36,863
特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益  589
投 資 有 価 証 券 売 却 益  538  1,128

特 別 損 失
減 損 損 失  698
投 資 有 価 証 券 評 価 損  358
固 定 資 産 処 分 損  336  1,393

税 引 前 当 期 純 利 益  36,597
法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税  12,337
法 人 税 等 調 整 額  △826
当 期 純 利 益  25,087

損　益　計　算　書
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( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

特 定 株 式
取得積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10,616 11,648 625 148,985 149   197,857  347,618 △ 17  369,865

当
期
変
動
額

株
主
資
本

剰 余 金 の 配 当  △3,346  △3,346   △3,346

当 期 純 利 益  25,087    25,087  25,087

株 主 資 本 以 外

当 期 変 動 額 合 計 － － － － －  21,741  21,741 －  21,741

当 期 末 残 高 10,616 11,648 625 148,985 149  219,598  369,359 △ 17  391,606

評価・換算差額等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高  24,567  24,567  394,432

当
期
変
動
額

株
主
資
本

剰 余 金 の 配 当  △3,346

当 期 純 利 益  25,087

株 主 資 本 以 外  1,009  1,009  1,009

当 期 変 動 額 合 計  1,009  1,009  22,750

当 期 末 残 高  25,576  25,576  417,183

株主資本等変動計算書
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準および評価方法
①　子会社株式および関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　デリバティブの評価基準および評価方法
　時価法によっております。

⑶　棚卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品（その他流動資産）

生カードについては先入先出法による原価法、その他については個別法による原価法を採用しておりま
す。なお、収益性が低下した棚卸資産については、簿価を切り下げます。

⑷　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

定率法および定額法を採用しております。
②　無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用しており
ます。

③　長期前払費用
定額法を採用しております。

⑸　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

営業債権等の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率および債権の内容を勘案し計上しております。
②　販売促進引当金

Ｏｋｉ Ｄｏｋｉポイントプログラム等の商品引換えに備えるため、その引換見込額を計上しておりま
す。

③　賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額に基づき当事業年度末において発生していると認め
られる額を計上しております。
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④　役員賞与引当金
役員の賞与の支払に備えるため、当事業年度末における役員賞与支給見込額を計上しております。

⑤　債務保証損失引当金
将来の債務保証の履行により発生する損失に備えるため、当事業年度末における損失見込額を計上して
おります。

⑥　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ
き、計上しております。数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理することとしております。

⑦　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑧　利息返還損失引当金
将来の利息返還請求に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。

⑨　ギフトカード回収損失引当金
発行から一定期間経過後に収益計上したギフトカード等について、将来の回収に伴い発生する支出に備
えるため、過去の実績に基づく回収見込額を計上しております。

⑹　収益および費用の計上基準
①　売上手数料

加盟店手数料………顧客である加盟店との契約に基づき、役務の提供が完了し、履行義務が充足される
クレジットカード等利用時に収益を認識しております。

顧客手数料…………主にカード会員のショッピングリボルビング払い等の利用に応じて発生する手数料
であり、元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出し、期日の到来の都度手数
料算出額を収益計上する方法によっております。（以下「残債方式」と言いま
す。）

②　受取利息
主にカード会員のキャッシングリボルビング払い等の利用に応じて発生する利息であり、残債方式によ
っております。

③　その他の営業収益
カード年会費………顧客であるカード会員との契約に基づき、会費の期間に応じて履行義務が発生する

ため、当該期間に応じて収益を認識しております。
受託手数料…………クレジットカード業務に関する各種業務受託について、提携会社より手数料を得て

おり、契約ごとに役務の提供が完了した際に履行義務が充足されるため、その時点
で収益を認識しております。
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⑺　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　ヘッジ会計の処理

ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに
ついては特例処理に、振当処理の要件を充たしている為替予約については振当処理によっておりま
す。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象………借入金、外貨建取引

ヘッジ方針
将来の金利および為替変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップ……ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の

相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
為替予約…………外貨建取引（ヘッジ対象）と為替予約（ヘッジ手段）については、重要な条件が同

一である場合、ヘッジに高い有効性があるため有効性の判断を省略しております。
②　のれんの償却方法および償却期間
　　将来の効果の発現する期間にわたり定額法により償却を行っております。
③　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は繰
延消費税（投資その他の資産「その他」）に計上し、税法基準により均等償却を行っております。

２．会計方針の変更に関する注記
　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会
計基準適用指針」と言います。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項
に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適
用しております。
　これによる計算書類に与える影響はありません。
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顧客との契約から
生じた収益 その他の収益 合計

営業収益 320,298 52,338 372,636
　売上手数料 199,057 29,345 228,403
　受取利息 - 8,332 8,332
　その他の営業収益 121,240 14,660 135,900

当事業年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 15,639
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 17,424
契約資産（期首残高） 102
契約資産（期末残高） 123
契約負債（期首残高） 6,892
契約負債（期末残高） 7,260

３．収益認識に関する注記
　⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

その他の収益には、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）に基づく利息等が
含まれております。
　⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「⑹　収益および費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

　⑶　当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
　　①　契約資産および契約負債の残高等

（単位：百万円）

契約資産は、カード会員との契約において、期末時点で履行義務が完了しているが未請求のカード年会
費であります。
契約負債は主に、カード会員との契約において、期末時点で履行義務を充足していない残高でありま
す。当事業年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは5,987百万円で
あります。

　　②　残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される
契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
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有形固定資産の減価償却累計額 11,826百万円

他社の会員利用請求額に対する保証債務 64,160百万円
従業員の借入金に対する保証債務 2百万円
関係会社の借入金に対する保証債務 364百万円
債務保証残高 64,527百万円
債務保証損失引当金 △46百万円
控除後債務保証残高 64,481百万円

短期金銭債権 14,024百万円
短期金銭債務 12,428百万円

４．会計上の見積りに関する注記
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

当社の計算書類に計上されたギフトカード回収損失引当金は、21,620百万円であります。
⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報

①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法
発行から一定期間経過後に収益計上したギフトカード等について、将来の回収に伴い発生する支出に備
えるため、ギフトカード回収損失引当金を計上しております。当該引当金は、過去の回収実績に基づ
き、発行年度別、経過年度別に回収見込額を見積り、計上しております。

②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
過去の回収傾向が継続するとの仮定のもと、直近の動向も踏まえ将来の回収見込額を算出しております。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
回収見込額の見積りは、キャッシュレス化の進展等による回収傾向の変化によって影響を受ける可能性
があります。実際に発生した回収金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、当該
引当金残高が増減する可能性があります。

５．貸借対照表に関する注記
⑴　資産に係る減価償却累計額

⑵　保証債務
保証債務の内容

⑶　関係会社に対する金銭債権および金銭債務
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営業収益 9,140百万円
営業費用 30,567百万円

営業外収益 562百万円
営業外費用 1百万円

普通株式 4,462,920株

普通株式 1,115株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当 額 （ 円 ） 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年6月28日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 3,346 750.00 2022年3月31日 2022年6月29日

決 議 株 式 の 種 類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当 額 （ 円 ） 基 準 日 効力発生日

2 0 2 3 年 6 月 2 8 日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 利益剰余金 3,569 800.00 2023年

3月31日
2023年
6月29日

６．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業取引以外の取引による取引高

７．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度末における発行済株式の数

⑵　当事業年度末における自己株式の種類および株式数

⑶　当事業年度中に行った剰余金の配当

⑷　当事業年度の末日後に行う予定の剰余金の配当
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販売促進引当金
貸倒引当金

5,017百万円
3,278百万円

カード年会費 2,837百万円
長期預り金 1,948百万円
資産調整勘定 1,636百万円
その他 8,584百万円

繰延税金資産小計 23,302百万円
評価性引当額 △1,586百万円

繰延税金資産合計 21,716百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 10,874百万円
前払年金費用 4,551百万円
その他 94百万円

繰延税金負債合計 15,520百万円
繰延税金資産の純額 6,195百万円

８．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
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９．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社は、クレジットカードを中心とした総合決済ソリューション事業を行っております。この事業を行
うため、市場の状況や金融資産の内容などを勘案して、銀行借入による間接金融のほか、社債やコマー
シャル・ペーパーの発行等による直接金融によって資金調達を行っております。
このように、当社は多くの金融資産および金融負債を保有しており、債務の確実な履行のため、また、
金利変動による不利な影響を抑制するため、資産および負債の総合的管理（ALM）をしております。
その一環として、デリバティブ取引も行っております。

②　金融商品の内容およびそのリスク
当社が保有する金融資産は、主として個人に対するショッピング債権やキャッシング債権ならびに提携
企業等に対する未収金であり、とくに個人に対する債権については、顧客の契約不履行によってもたら
される信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に株式であり、事業推進目的で保有
しております。これは、発行体の信用リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されております。
借入金、社債およびコマーシャル・ペーパーは、一定の環境下で当社が市場を利用できなくなる場合な
ど、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、債権回収期間と調
達期間とのバランスをとり、また支払期日を分散することなどにより当該リスクを回避しております。
また、変動金利の借入を行っており、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部は金利スワップ取
引を行うことにより当該リスクを回避しております。
デリバティブ取引には金利変動リスク回避目的で行っている金利スワップ取引があります。当社では、
これをヘッジ手段として、ヘッジ対象である借入金に関わる金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適
用し、ヘッジ対象である長期借入金に金利スワップの特例処理を行っております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時 価 差 額

①　会員未収金 871,867
貸倒引当金 △15,559

856,307 872,808 16,500
②　貸付金 48,746

貸倒引当金 △2,288
46,458 51,343 4,885

③　投資有価証券
その他有価証券 60,525 60,525 -

資産　計 963,291 984,677 21,386
④　長期借入金 126,828 125,696 △1,131
⑤　社債 13,000 12,936 △63
負債　計 139,828 138,633 △1,194

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。な
お、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（(注2)参照）。
また、現金は注記を省略しており、預金、未収金、加盟店未払金、未払金、ギフトカード、短期借入金、
コマーシャルペーパーは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお
ります。
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（単位：百万円）

種 類 取得原価または
償 却 原 価

貸 借 対 照 表
計 上 額 差 額

貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価
ま た は 償 却 原 価 を 超 え る も の 株 式 17,951 55,811 37,859

貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価
ま た は 償 却 原 価 を 超 え な い も の 株 式 6,142 4,713 △1,428

合 計 24,094 60,525 36,430

（単位：百万円）
ヘ ッ ジ 会 計 の
方 法

デ リ バ テ ィ ブ
取 引 の 種 類

主なヘッジ
対 象

契 約 額 等 時 価 当 該 時 価 の
算 定 方 法うち１年超

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取
引 長期借入金 13,103 4,603 （＊）

合 計 13,103 4,603 -

（注１）投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
　投資有価証券

投資有価証券の保有目的はすべてその他有価証券であり、これに関する注記事項は以下のとおりです。
イ．当事業年度中の売却した有価証券はありません。

また、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額については、次
のとおりです。

ロ．上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
ハ．当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

　デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約
額または契約において定められた元本相当額は、次のとおりです。

（＊）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載しております(上記「負債」④参照)。
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区分 貸借対照表計上額
市場価格のない株式等（＊１） 4,323
組合出資金等（＊２） 727

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

③　投資有価証券
　　その他有価証券
　　　株式 60,196 329 - 60,525

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

①　会員未収金 - 621,556 251,251 872,808
②　貸付金 - 3,328 48,015 51,343
④　長期借入金 - 125,696 - 125,696
⑤　社債 - 12,936 - 12,936

（注２）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

（＊１）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企
業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金等は、投資事業組合等であります。「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

ⅰ　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債
（単位：百万円）

ⅱ　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債
（単位：百万円）
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１株当たり純資産額 93,501円11銭
１株当たり当期純利益 5,622円77銭

（注１）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
①　会員未収金、②　貸付金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスク
を加味した利率を基に割引現在価値法により算定しております。時価に対して観察できないインプ
ットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類してお
ります。

③　投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場における無調整の相場価格
を利用できるものはレベル１の時価、公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない
場合にはレベル２の時価に分類しております。

④　長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は
実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳
簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元
利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引き、対応する未払費用を控除して時価
を算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利ス
ワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額
を用いて算定しております（下記「⑥デリバティブ取引」参照）。

⑤　社債
当社の発行する社債は、一定の期間ごとに区分した当該社債の元利金の合計額を同様の社債を発行
した場合に適用されると考えられる利率で割り引き、対応する未払費用を控除して時価を算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。

⑥　デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記「④　長期借入
金」参照）。

１０．１株当たり情報に関する注記
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場所 用途 種類 減損損失（百万円）

三重県志摩市 遊休資産 土地 3

東京都港区 遊休資産 未稼働ソフトウェア 319

東京都港区 遊休資産 長期前払費用 375

１１．減損損失に関する注記
以下の資産について減損損失を計上しております。

当社は、原則として、事業用資産については事業セグメントを基準としてグルーピングを行っており、遊休
資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（698百万円）として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額について、土地は固定資産税評価額により測定しており、未稼働ソフトウェア及び長期
前払費用は回収見込みがないため備忘価額により評価しております。

１２．その他の注記
　(企業結合等関係）
　　取得による企業結合
　　当社は、2022年8月31日開催の取締役会において、2023年8月16日を効力発生日として、
　　小田急電鉄株式会社との間で、同社のジェーシービーブランドカード発行事業およびハウスカード発行事業

を当社が吸収分割により承継する吸収分割契約書を締結することを決議し、2022年9月20日に吸収分割契
約を締結いたしました。

　⑴　企業結合の概要
　　①　被取得企業の名称及び事業の内容
　　　　吸収分割会社の名称： 小田急電鉄株式会社
　　　　承継する事業の内容：ジェーシービーブランドカード発行事業およびハウスカード発行事業
　　②　企業結合を行う主な理由
　　　　会員増加による収益拡大を目指しております。
　　③　企業結合日
　　　　2023年8月16日
　　④　企業結合の法的形式
　　　　小田急電鉄株式会社を吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割
　　⑤　結合後企業の名称
　　　　結合後企業の名称に変更はありません。
　　⑥　取得企業を決定するに至った主な根拠
　　　　当社が現金を対価として小田急電鉄株式会社のジェーシービーブランドカード発行事業およびハウスカ

ード発行事業を取得したため。
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　⑵　取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
　　　　対価の種類：現金
　　　　金額：企業結合日時点の承継対象資産評価額によるため、現時点では確定しておりません。
　⑶　主要な取得関連費用の内容及び金額
　　　　デューデリジェンス費用等：3百万円
　⑷　発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　　　　現時点では確定しておりません。
　⑸　企業結合日に受け入れる資産及び負債の額並びにその内訳
　　　　現時点では確定しておりません。
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当監査イ及会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第76期事業年度の取細斐の脂務の執行に関して、各監査1効§作成した監

査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします

監査イ斐及て嵯査イ受会の監査の方法及びその内容

①監査役会は、監査の方針、脂驍の分担等を定め、各監査イ効右監査の実施伏況及て騰果について報告を受けるほか、取痢受等及

て陰ヨ橿金査人からその脂霧畔丸行状況について幸晧を受け、彪、要に応じて説明を求めました。

②各監査役は、監査イ受会が定めた監査イ斐監査基準に準拠し、監査の方針、耽勝d汾担等に従い、膨ぎ回線またはインターネット等

を経由した手段も活用しながら、取締斐、内割監査部門その他dX吏用人等と意思疎通を図り、1静&の収集及て端査の環境の整備に

努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締斐会その他重要な会議に出席し、取締受及てN吏用人等からその耽膝の執行状t兄について報告を受け、必、要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本ネ土及び主要な事芽斤に関して業務及て測産の状況を調査いたしましたまた、子会ネ士につい

ては、子会ネ士の取締イ斐及て}遵控1斐等と意思疎通及び↑青報の交換を図り、彪要14古じて子会ネ士力追事業の報告を受けました

@序業報告に言己載されている取締役の脂驍の執行が法令及び定款に適合することを確保するためdX本制そのイ也株工弌会社及びその

子餅士力喝成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして餅士法施イテ規貝1」第 100 条第1工頁及び第3項に定める

体制の整備に関する取締イ受会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締1受及び

イ吏用人等からそ4)キ蒜築及ぴ運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました▲

③会ヨ續を査人がぢ虫立の立場をイ尉寺し、かつ、適正な監査を実施しているかを監見及て般証するとともに、会三俺登査人からその脂璃

の執行伏t兄についてま晧を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会き+監査人力喝「耽勝の遡テが適正に行われることを

確保する六めのイ林"」(餅捕十算規助蹄131条各号に掲げる亨助を「監査に関する品質管理基準(η藏17年10月28日企業

会ヌ+審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方1去に基づき、当i亥事業年度に係る事業幸晧及びその附属明細書、計算書類(貸昔対照表、損益十算書、株主資本等変動計

算書及てN醐リ滋哉)及てドその附属明細書について検詠、たしまし六

監査の結果

D 事業報告等の監谷吉果

①事業幸晧及てドその附属明細習ネ、法令及び定款に従い、餅士の状1兄を正しく示しているものと認めます

②取締役の脂驍の執行に関中る不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実ネ認められません

③内部統帛1」システムに関する取締1斐会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部綴ち11システムに関ナる事業幸晧の記

載内容及ひ取締役の賠勝の執行についても、キ尉商すべき専頁1才認められません

2)計算書類及びその附属明細書の監査佶果

会ヨ催査人郁艮責イ壬監査法人トーマツの監査の方法及て洗具餅口当であると認めます

監査報 書

2023年5月23日

(注 1)監査イ受安田新憩陀監査衡萎賀イ評11は、餅ガ去第2条第16号及び第335条第3項に定める社桝監査役であります

株式会社ジェーシービー

常勤監査役福

常勤監査役

監査イ斐会

清久

ネ士タト監査役

斎藤

ネ士外監査役

安田新太郎

彰

儀賀信利

告



株式

取

社ジェ

締役

独立監査人の監査報告書

ビ

御 中

有限責任監査法人

京東

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第 1号の規定に基づき、株式会社ジェーシービーの20器年4

月1日から 2023年3月31日までの第 76 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)に

ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

指定有限責任社員

業務執行社員

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

指定有限責任社員

業務執行社員

即旦旦生^

マ

務

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

公認会計士

.

野キ艮くミキロ
公認会計士 子洛ウ亘ヲ告子・

ツ
所

シ

会

会

ト
事



計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必、要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかにっいて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明tることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示りスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示りスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
意見表明の基礎となる十分かっ適切な監査証拠を入手する。

1-

ι、ー、

.計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性にっいて意見表明するためのものではないが、
監査人は、りスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案tるために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及ぴその適用方法の適切性、並びに経営者によっぐ行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適釖であるかどうか、また入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対Lて除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状祝により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及ぴ監査の基準で求められてぃるそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性にっいての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容にっいて報告を行う。

以上

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。


